
  

旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金

➀ 補助金の交付を申請しようとする年度（以下「令和７年度」という。）における旭川市建設工事等競争入札 

 参加資格又は旭川市物品購入等競争入札参加資格を有する方 

② ➀以外の方にあっては、市税の滞納がない方 

③ 令和７年度又は令和６年度に除雪関係業務を受託した方（共同企業体の場合は、その代表者又は構成員） 
④ 令和７年度又は令和６年度に③の方と契約を締結することにより除雪関係業務の一部を受託した方 

 （大型自動車免許の取得について補助金の交付を受けようとする場合においては、除雪関係業務のうち排雪 

 業務を受託した方に限ります。） 

【対象となる免許・技能講習】 

 

 

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下 

 

 

 

大型自動車免許 

 

 

 

大型特殊自動車免許 

 

 

 

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下 

 

 
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び 

 

 

 

掘削用）運転技能講習 

 

 

 

「道交法」という。）第８４条第３項に規定する 

 

 

 
「安衛法」という。）別表第１８の３１に規定する 

 

 

 

 

 ※条件等の詳細な要件は、「旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金交付要綱」等を確認して下さい。 

 

 

 

 
【対象者（補助事業者）】 

➀、②のいずれかに該当し、かつ、③、④のいずれかに該当する方 

 

 

運転免許取得者１人当たり以下の金額を限度額とし交付します。 

大型自動車免許         １０万円 

大型特殊自動車免許       ６万円 

車両系建設機械運転技能講習 ２万円 

市道の除雪の担い手育成のため、 

運転免許を取得するための費用として補助金を交付しています。 

令和７年４月９日から、先着順で交付申請を受け付けます。 



 

 
【対象となる経費】 

➀、②のいずれかの費用で、補助率はその費用の２分の１以内（限度額有り）が補助金額となります。 

 

 【注意】 次の場合、補助金の返還を求めることがあります。 

《補助金の基本的な流れ》 

 ※申請書類等は HPを参照してください。 

 市税に関する証明書が必要な方は、総合庁舎３階税務部税制課諸税係又は各支所の窓口で発行しています。 

１補助金の交付 
申請 

 

２補助金の交付 
 決定通知 

３教習又は受講 
 申し込み 

必要となる書類（詳しくは要綱等を御確認ください。） 
・ 運転免許取得者が取得した運転免許証（写）など免許情報が分かるもの※又は技能講習修了証（写） 
・ 運転免許を取得するための教習及び技能講習を修了するための受講又はその両方に要した費用に係る領収書（原本） 
・ 決定通知書その他補助金等の額が分かる書類（写）（運転免許の取得を支給要件とする国の補助金等の交付を受けた 
場合） 
※マイナ免許証のみの所持を選択した場合は「免許情報記録確認書」の写しなど 

４実績報告 

５補助金額の 
 確定 

６補助金の交付 

７運転免許取得 
 者の状況報告 

➀ 補助事業者が支払う自動車教習所が行う教習（以下「教習」という。）及び登録教習機関が行う技能講習の受 

講（以下「受講」という。）に要する費用 

② 補助事業者が教習及び受講に要する費用として運転免許取得者に支給する費用 

➀ 令和６年度に除雪関係業務を受託したことで交付申請している方が、令和７年度における除排雪業務に係る 

   いずれの入札にも参加しなかったときなど（再委託による受託の場合も同様） 
② 当該補助金の補助対象であった運転免許取得者が、運転免許又は技能講習修了証の交付日から起算して 

１年以内に離職したとき。 

※ 遅くとも２月末日までに申請してください。【注意！】３月末までに必ず免許の取得又は講習を修了する必要があります。 
必要となる書類（詳しくは要綱等を御確認ください。） 

市 補助 
事業者 

・ 補助事業者と運転免許取得者又は技能講習受講者が期間の定めのない労働契約を締結していることがわかる書類 
・ 運転免許証（写）など申請時の免許情報が分かるもの【今年度から追加となりましたのでご留意ください】 
・ 補助事業者で旭川市の入札参加資格のない方は、市税の滞納がないことの証明（納税証明書）となる書類 

 
・ 市から通知 

【注意！】教習所等への費用の支払いは、必ず本通知日以降にしてください。 

・ 補助事業者又は運転免許取得予定者、技能講習受講予定者が、教習所等へ申込み 

  【注意！】補助金の交付決定通知を受領後、速やかに教習所等へ申込みしてください。 

・ 市から通知 

・ 市が補助事業者の口座に振込み 

 ※運転免許又は技能講習修了証の交付日から起算して１年を経過した日における運転免許取得者又は技能講習 
 修了者の雇用状況の報告 
 必要となる書類（詳しくは要綱等を御確認ください。） 
・賃金台帳（写）など、在職証明書その他雇用が継続していることが確認できる書類 

申請窓口及びお問合せ先 

旭川市土木部雪対策課 （旭川市役所第二庁舎４階）  ０１６６－２５－６２２５ 

補助金についての旭川市ホームページURL https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d066834.html 

・ 補助事業者が受託する除雪関係業務の一部を受託する方が申請する場合は、そのことを証する契約書の写し等 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d066834.html

